
令和７年度貸与奨学生等の募集について
【公益財団法人沖縄県国際交流・人材育成財団】

令和7年度 給付型奨学金（謝花昇奨学金）
募集要項

公益財団法人沖縄県国際交流・人材育成財団では、沖縄県の振興発展を
担う人材の育成を目的として、令和７年度の貸与奨学生の追加募集、及び
令和８年度の貸与奨学生予約採用募集を行います。

①令和7年度入学　沖縄県内・外の高等学校及び私立高等学校、国立高等専門学校生。
※令和7年度高等学校等の1年生に限る。

②生計維持者（原則として父母）が八重瀬町に3年以上引き続き住所を有している者の子。
③中学校3年までの評定平均が4.9以上であること。
④令和8年度・9年度に継続して奨学金を申請するには、高等学校及び国立高等専門学校の成績評
定が4.5以上の者とする。4.5に満たなかった場合、給付は打ち切りとなる。

令和7年9月1日（月）～令和7年10月3日（金）必着

（１）令和７年度国内貸与奨学生追加募集
（２）令和７年度留学生貸与奨学金
（３）令和８年度国内貸与奨学生予約採用

《 お問い合わせ・応募先 》
公益財団法人沖縄県国際交流・人材育成財団 奨学課
☎098-942-9213
ホームページ：http://www.oihf.or.jp/

《 お問い合わせ 》　八重瀬町教育委員会 学校教育課　☎098-998-7571

◀募集要項は
　こちらから

※下記の下線箇所が変更になります。

1 給付対象者

①給付期間中は、生計維持者（原則として父母）が八重瀬町に住所を有すること。
②生計維持者（原則として父母）の世帯年収の合計が651万円以下であること。
③町民税等の滞納がないこと。

3 資格要件

（１） 募集期間・・・・・令和7年9月1日（月）～9月30日（火）
4 奨学金の実施スケジュール

奨学金の金額は、月額25,000円（年額300,000円）、募集人員は若干名とする。
2 給付の金額及び募集人員

詳しい内容は八重瀬町役場ホームページをご覧ください。

＜再募集＞
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《 お問い合わせ｜社会教育課 文化班｜☎098-835-7500 》
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資料館
ホームページ

今回、掲載した昔話は昭和57～59年に八
重瀬町内各字の皆様のご協力を得て収集し
た昔話の内の一話です。「八重瀬町伝承話資
料保存継承事業」（令和5、６年度）の一環で使
用許諾を得られた話を紹介しました。
ホームページでも多数昔話を紹介してい

ます。ぜひアクセスして他の昔話もご覧くだ
さい。

令和７年７月１日付をもって４名の方が人権擁護委員として法務大臣の委嘱を受けました。崎山さ
ん、仲座さん、渡口さんが再任、浦崎さんが新任です。人権擁護委員は、人権相談や人権啓発活動を
行っている民間のボランティアです。八重瀬町では現在６名の人権擁護委員が活動しています。

人権擁護委員のご紹介

浦崎 和歌子さん
うらさき わかこ

仲座 惠子さん
なかざ けいこ

崎山 功さん
さきやま いさお

渡口 慎也さん
とぐち しんや
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